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 まえがき   

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 6182:1991 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 6182：2026 
 

光ビーム用光パワーメータ試験方法 
Test methods of optical power meters for light beam 

 

1 適用範囲 

この規格は，光伝送用光源から発する空間伝ぱ（播）光ビームの光パワーを測定する検出器を備えた光

パワーメータの試験方法について規定する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 1002 電子測定器用語 

JIS C 6186 光ファイバ用光パワーメータ校正方法 

JIS C 6820 光ファイバ通則 
JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 
JIS C 60068-2-31 環境試験方法－電気・電子－第 2-31 部：落下試験及び転倒試験方法（試験記号：

Ec） 
JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8120 光学用語 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 1002，JIS C 6186，JIS C 6820，JIS Z 8103
及び JIS Z 8120 による。 

3.1 
受光面 

検出器の入力部分で，光ビーム出力の検出に有効な領域 

3.2 
有効受光面寸法 

光ビーム出力の検出に有効な受光面の寸法 

注釈 1 検出器の機械的開口寸法ではない。 

3.3 
スポットサイズ 
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ビームの断面で，光パワー密度がビーム内の最大値に対して 1/e2（＝0.135 3）になる点間の最大距離 

注釈 1 等方的なガウスビームの場合，JIS Z 8120 の定義と一致する。 

3.4 
応答度 

同一の光ビームに対する試験対象の光パワーメータの測定値（単位：W）を，基準となる光パワーメー

タの測定値（単位：W）で除した値 

3.5 
確度 

試験の結果によって推定した測定器の動作誤差の限界値 

注釈 1 測定器のかたよりに，測定結果のばらつきに伴う不確かさの影響を加算することによって算出

する。 

注釈 2 “確度”は，測定量とその“真の値”との一致度を示す指標の意味で用いる場合があるが，“不

確かさ”の規定の下では，“真の値”が未知のため，この意味での“確度”は定義できない。そ

こで，この規格では，ここで定義した意味に限定して“確度”を規定する。 

注釈 3 “確度”は，測定器のかたよりを明示的に含む点において，“拡張不確かさ”とは異なる概念で

ある。 

4 試験条件 

4.1 一般事項 

光ビーム用光パワーメータ（以下，被試験器という。）を試験する場合の条件は，指定がない限り次のと

おりとする。標準試験条件で試験することが困難な場合は，実施した条件及びその影響について試験結果

の中に記録しなければならない。 

なお，この規格全体を通して，光パワーの単位はワット（W）とする。 

4.2 標準試験条件 

標準試験条件は，次のとおりとする。 

a) 温度：(23±2) ℃ 

b) 相対湿度：(50±20) % 

c) 光ビーム入射位置：検出器開口の機械的中心を光ビームの中心に一致させる。 

d) 光ビーム入射角：検出器の受光面に垂直入射とする，又は検出器に指定の光軸に一致させる。 

4.3 光ビーム光源 

測定に用いる光ビーム光源は，平行光かつ等方的なガウス分布のビームプロファイルをもち，次に示す

条件を全て満たすものでなければならない。 

a) スポットサイズ：被試験器の有効受光面寸法の 1/5 以下とする。 

b) 中心波長：被試験器に指定された波長の範囲内とする。 

c) 光パワーレベル：被試験器に指定された光パワーレベルの範囲内とする。 

d) 偏光状態：水平方向又は垂直方向に偏光した直線偏光とする。 
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5 試験の概要 

5.1 試験の条件及び項目 

試験の条件及び項目は，表 1 による。被試験器の性能は，標準試験条件において，応答度の不確かさ及

び確度試験を行って評価する。また，動作条件において，受光面の感度偏差試験，入射角依存性試験，直

線性試験，波長依存性試験，偏光依存性試験，ゼロドリフト試験，温度依存性試験及び照射時の安定度試

験の各試験を行い，不確かさ及び確度の評価を行う。動作条件の範囲は，被試験器の製造業者が指定する

使用条件の範囲内とする。 

さらに，これらの試験のほかに，過負荷試験及び強度試験を実施し，被試験器が過負荷状態及び機械的

な衝撃に対して十分な耐性をもつことを確認する。 
 

 
表 1－試験の条件及び項目 

 
試 験 条 件  試 験 項 目  

標準試験条件 応答度の不確かさ及び確

度 
動作条件 受光面の感度偏差 

入射角依存性 
直線性 
波長依存性 
偏光依存性 
ゼロドリフト 
温度依存性 
照射時の安定度 

過負荷条件 
（過負荷試験で確認） 

過大入力耐性 

機械的衝撃条件 
（強度試験で確認） 

振動耐性 
落下耐性 

 

5.2 不確かさの算出方法 

被試験器の応答度について，そのかたより及び不確かさを評価する。評価方法は，まず，標準試験条件

における不確かさ及び確度の試験で，応答度のかたより及び測定のばらつきに伴う標準不確かさを算出し，

次に，各動作条件における試験で，それぞれの動作条件に対する被試験器の不確かさの寄与を，附属書 A
に基づいて算出する。かたより及び不確かさは，測定値に対する百分率（%）で表記する。 

なお，不確かさによる評価は，被試験器の指示値について，かたよりを補正した結果に対してだけ有効

となる点に注意する。 

被試験器の応答度の不確かさ ut（%）は，式(1)によって算出する。 
 𝑢୲ = ට𝑢୲୭ଶ + 𝑢୲ୱୢଶ + 𝑢୲ୟ୬୥ଶ + 𝑢୲୬୪ଶ + 𝑢୲୵ଶ + 𝑢୲୮୭୪ଶ + 𝑢୲୸ଶ + 𝑢୲୘ଶ + 𝑢୲ଶୣ   ··················· (1)

 
ここで， uto： 標準試験条件での不確かさ（%） 
 utsd： 動作条件における，感度偏差の不確かさへの寄与（%） 
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 utang： 動作条件における，ビーム入射角依存性の不確かさへの

寄与（%） 
 utnl： 動作条件における，直線性の不確かさへの寄与（%） 
 utw： 動作条件における，波長依存性の不確かさへの寄与（%） 
 utpol： 動作条件における，偏光依存性の不確かさへの寄与（%） 
 utz： 動作条件における，ゼロドリフトの不確かさへの寄与

（%） 
 utT： 動作条件における，温度依存性の不確かさへの寄与（%） 
 ute： 動作条件における，照射時安定度の不確かさへの寄与

（%） 

また，式(1)で算出した不確かさの値を式(2)に代入して，拡張不確かさ U（%）を算出する。 
 𝑈 = 𝑘 × 𝑢୲  ·················································································· (2)

 
ここで， k： 包含係数 

約 95 %の信頼の水準に対しては k = 2 とする。約 99 %の信頼の水準を選択する場合，k = 3 とする。この

k の値は，ISO/IEC Guide 98-3:2008 の記載に沿って，その有効性を確認することが望ましい。有効でない

場合，より大きい包含係数（k）を，これらの信頼の水準を達成するために用いることが望ましい 

5.3 確度の算出方法 

被試験器の確度の評価方法は，まず，標準試験条件における不確かさ及び確度の試験で，応答度のかた

より及び不確かさを求め，次に，各動作条件における試験で，被試験器の不確かさへの寄与を求める。次

に，これらのかたより及び不確かさの値を式(1)及び式(3)に代入することによって誤差の限界を算出し，被

試験器の確度とする（A.6 を参照）。 
 𝜀୲୳𝜀୲୧ ቅ = 𝐷୲୭ + 𝑘 ∙ 𝑢୲  ·········································································· (3)

 
ここで， εtu： 誤差の上限（%）  

εtl： 誤差の下限（%）  
Dto： 被試験器の応答度のかたより（%） 

6 標準試験条件における不確かさ及び確度の試験 

6.1 試験の概要 

被試験器の応答度の試験は，6.2 に示す手順によって，被試験器を参照標準器と比較校正する。ここでい

う参照標準器とは，次のいずれかとする。 

a) 国の標準器によって校正されたもの 

b) 校正業務を行う公的機関で校正されたもの 

c) a)又は b)を使って校正されたもの 

6.2 試験手順 

被試験器の応答度を，次の手順で参照標準器と比較校正する。被試験器の校正点は，参照標準器が校正
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された光パワーレベルとする。図 1 に測定系の例を示す。光ビーム光源は直線偏光であり，その偏光面は

紙面と平行又は垂直とする。 
 

 

図 1－比較校正の測定系の例 

 

図 1 の測定系による測定手順は，次のとおりである。なお，手順中の“適切に検出器を位置決めする”

とは，入射条件が 4.2 c)及び d)に合致するように検出器の位置・角度を調整することを意味する。 

a) 取扱説明書に従って，全ての機器の波長設定を光ビーム光源の波長に合わせ，参照標準器及び被試験

器を適切なパワーレンジに設定する。 

b) レベル調整用可変光減衰器を調整し，出力光のパワーレベルが，おおむね被試験器の校正点に一致す

るようにする。 

c) 被試験器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を位置決めした後，被試験器の光パワー指

示値 Ptst を観測する。 

d) 被試験器を参照標準器に入れ替え，参照標準器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を位

置決めした後，参照標準器の光パワー指示値 Pref を観測する。 

e) c),及び d)の測定手順を m 回繰り返す（10 回以上が望ましい）。 j 回目の測定における Ptst 及び Pref の

値を，それぞれ Ptst, j 及び Pref, j として記録する。 

f) j 回目の測定における被試験器の応答度 Rj を，式(4)によって算出する。 
 𝑅௝ = 𝑃୲ୱ୲,௝𝑃୰ୣ୤,௝       (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚)  ······························································· (4)

 
g) 被試験器の応答度 R を，式(5)によって算出する。 

 𝑅 = 1𝑚 ෍ 𝑅௝௠
௝ୀଵ = 1𝑚 ෍ 𝑃୲ୱ୲,௝𝑃୰ୣ୤,௝

௠
௝ୀଵ   ······························································· (5)

 
h) 応答度の測定のばらつき uct（%）を，式(6)によって算出する。 

 

𝑢ୡ୲ = ඩ 1𝑚 − 1 ෍൫𝑅௝ − 𝑅൯ଶ௠
௝ୀଵ × 100  ····················································· (6)

 
i) 被試験器の応答度のかたより Dto（%）及び不確かさ uto（%）を，それぞれ式(7)及び式(8)によって算

出する。 
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𝐷୲୭ = (𝑅 − 1) × 100  ········································································ (7) 

 𝑢୲୭ = ඨ𝑢ୡ୲ଶ + ൬𝑈ୱ୶2 ൰ଶ
  ········································································ (8)

 
ここで， Dto： 標準試験条件での被試験器のかたより（%） 
 uto： 標準試験条件での不確かさ（%） 
 Usx： 標準試験条件での参照標準器の拡張不確かさ（%）。ただ

し，信頼の水準約 95 %の値とする。 

7 動作条件における試験 

7.1 試験項目 

被試験器は，次の各項目に対して試験を行い，不確かさへの寄与及び部分誤差の限界を算出する。 

a) 受光面の感度偏差 

b) 入射角依存性 

c) 直線性 

d) 波長依存性 

e) 偏光依存性 

f) ゼロドリフト 

g) 温度依存性 

h) 照射時の安定度 

試験の実施に際しては，次に示す事項を遵守する。 

a) 被試験器の適用範囲の指定によって，試験自体が無意味な項目は省略する。 
例 温度 23 ℃に保たれた実験室内だけで使用する場合，温度依存性の試験は省略してもよい。 

b) 製造業者によって表示された確度が，特定の環境条件又は特定のパラメータ条件の下で得られる場合

は，それらの環境条件及びパラメータ並びにそれらの適用範囲を試験成績書に明示する。 
例 波長域 1.5 μm〜1.6 μm 

c) 直線性，波長依存性，温度依存性などによる誤差が，製造業者が提示する図表，式などによって補正

でき，指定の確度が得られる場合は，その旨を試験成績書に明示する。 
例 校正曲線によって波長依存性の補正が可能な場合 

7.2 受光面の感度偏差 

ビームのスポットサイズが有効受光面寸法の 1/5 以下のビームで受光面上を走査し，受光面の位置によ

る感度の偏差を試験する。図 2 に測定系の例を示す。 
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図 2－感度偏差試験の測定系の例 

図 2 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱した後，出力光に対して適切に被試験器の検出

器を位置決めする。 

b) 検出器の垂直方向を固定したままで，水平方向に一定間隔（おおむねスポットサイズの 1/2）で移動

し，その都度被検出器の出力 Ptst を観測し，その値を記録する。 

c) 次に垂直方向に一定値（おおむねスポットサイズの 1/2）だけ移動した状態で，再び水平方向に b)と
同様に移動させて被試験器の出力 Ptst を観測し，その値を記録する。 

d) 順次この過程を繰り返し，受光面全面のデータをとる。ただし，走査は，スポットサイズの 3 倍の直

径をもつ円が受光面を外れない範囲で行う。 

e) 感度偏差の不確かさへの寄与 utsd（%）を，式(9)によって算出する。 
 𝑢୲ୱୢ = 1√3 max(|𝑃୫ୟ୶ − 𝑃଴|, |𝑃୫୧୬ − 𝑃଴|)𝑃଴ × 100  ········································ (9)

 
ここで， P0： 受光面の機械的中心での Ptst の値 
 Pmax： ビームで受光面を走査したときの測定値 Ptst の最大値 
 Pmin： ビームで受光面を走査したときの測定値 Ptst の最小値 

7.3 入射角依存性 

指定の入射方向からずれた角度で平行ビームが入射したときの，測定値の偏差を試験する。この試験は，

入射光の方向を設定できる被試験器を省略してもよい。 

試験は，図 2 の測定系によって実行することが可能で，その際の測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱した後，出力光が指定の入射方向になるように，

被試験器の検出器を位置決めする。 

b) 検出器に対する出力光の入射位置及び垂直方向の入射角を変えずに，±5°以内の範囲で水平方向の入

射角を一定間隔で変化させ，その都度被検出器の光パワー指示値 Ptst を観測し，その値を記録する。 

c) 検出器の位置・角度を最初の状態に戻した後，検出器の光ビーム入射位置及び水平方向の入射角を変

えずに，±5°以内の範囲で垂直方向の入射角を一定間隔で変化させ，その都度被検出器の光パワー指

示値 Ptst を観測し，その値を記録する。 

d) ビーム入射角依存性の不確かさへの寄与 utang（%）を，式(10)によって算出する。 
 𝑢୲ୟ୬୥ = 1√3 max(|𝑃୫ୟ୶ − 𝑃଴|, |𝑃୫୧୬ − 𝑃଴|)𝑃଴ × 100  ······································ (10)

 
ここで， P0： 指定の入射方向での測定値 
 Pmax： 検出器を傾けたときの測定値 Ptst の最大値 

光ビーム光源

レベル調整用
可変光減衰器

被試験器
出⼒光
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 Pmin： 検出器を傾けたときの測定値 Ptst の最小値 

7.4 直線性 

7.4.1 概要 

被試験器に指定の測定範囲について，いずれかの 1 レンジ内での直線性及び各測定レンジ間の直線性を

試験する。 

7.4.2 レンジ内の直線性 

レンジのフルスケールから，そのレンジで保証された最小レベルまでの範囲で，被試験器の測定値と基

準器の測定値との比較によって試験する。図 3 に測定系の例を示す。なお，この試験は，ビームプロファ

イル及びスポットサイズを変えずに試験することが望ましい。このため，光源の出力は一定に保ち，レベ

ル調整用に可変光減衰器を使用する。 
 

 

図 3－レンジ内直線性試験の測定系 

図 3 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源，参照標準器，及び被試験器が十分に安定するまで予熱する。 

b) 参照標準器及び被試験器のレンジを適切に設定し，出力光パワーがおおむねレンジのフルスケールと

なるように，可変光減衰器の減衰量を調整する。 

c) 被試験器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を位置決めした後，被試験器の光パワー指

示値 Ptst を観測する。 

d) 被試験器を参照標準器に入れ替え，被参照標準器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を

位置決めした後，参照標準器の光パワー指示値 Pref を観測する。 

e) Ptst，Pref 及び Ptst を Pref で除した値 r を記録する。 

f) 被試験器の入力光パワーが当該レンジの最小レベルとなるまで，順次可変光減衰器の減衰量を増加さ

せて c)～e)の測定手順を繰り返す。 

g) レンジ内直線性の不確かさへの寄与 utnli（%）を，式(11)によって算出する。 
 𝑢୲୬୪୧ = 1√3 max(|𝑟୫ୟ୶ − 𝑟଴|, |𝑟୫୧୬ − 𝑟଴|)𝑟଴ × 100  ······································ (11)

 
ここで， r0： 被試験器がフルスケールの場合の r の値 
 rmax： 得られた r の最大値 
 rmin： 得られた r の最小値 

7.4.3 レンジ間の直線性 
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7.4.3.1 概要 

各測定レンジ間の直線性を，次の方法で試験する。被試験器がレンジ切替機能をもたない場合は，レン

ジ間の直線性試験は省略し，utnla = 0 とみなす。 

なお，ここで示す試験手順は，レンジ切替えが 10 dB の被試験器を前提としている。レンジ切替えが 10 
dB でない被試験器に対しては，試験手順中の 10 dB を，レンジ間ステップに相当する減衰量に読み替え

て，基準可変減衰器の校正及びレンジ間直線性の試験を行う。 

7.4.3.2 基準可変光減衰器の校正 

基準可変光減衰器の設定値 0 dB と 10 dB との間の減衰量を校正する。図 4 に校正系の例を示す。 
 

 

図 4－基準可変光減衰器の校正系の例 

図 4 の校正系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源及び参照標準器が十分に安定するまで予熱した後，出力光に対して適切に参照標準器の

検出器を位置決めし，検出器への入射光が適切なパワーとなるように，レベル調整用可変光減衰器を

調整する。 

b) 基準可変光減衰器を公称 0 dB に設定し，参照標準器の光パワー指示値 P0 を観測する。 

c) 基準可変光減衰器を公称 10 dB に設定し，参照標準器の光パワー指示値 P10 を観測する。 

d) P10 を P0 で除した値を r10 とし，r10 を校正値とする。 

7.4.3.3 レンジ間直線性の試験 

7.4.3.2 で校正した基準可変光減衰器（10 dB）及びレベル調整用可変光減衰器を用い，隣り合ったレンジ

での相対値を測定し，レンジ間の直線性を試験する。図 5 に測定系の例を示す。レベル調整用可変光減衰

器は，レベル調整に必要な減衰量に応じて 2 台以上使用してもよい。 
 

 

図 5－レンジ間直線性試験の測定系の例 

図 5 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱した後，出力光に対して適切に被試験器の検出

器を位置決めする。 

b) 基準可変光減衰器を 0 dB に設定した後，被試験器の表示が最大レンジの 90 %になるようにレベル調

整用可変光減衰器を調整し，そのときの光パワー指示値 P0,0 を記録する。次に，基準可変光減衰器を
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10 dB に設定して，被試験器のレンジを 1 段下げ，そのときの光パワー指示値 P1,10 を記録する。 

c) 被試験器のレンジをそのままにして，レベル調整用可変光減衰器の減衰量を約 10 dB 加える。 

d) 基準可変光減衰器の設定を 0 dB に戻した後，被試験器の表示がレンジの 90 %になるようにレベル調

整用可変光減衰器を調整し，そのときの光パワー指示値 P1,0 を記録する。次に，基準可変光減衰器を

10 dB に設定して被試験器の測定レンジを 1 段下げ，そのときの光パワー指示値 P2,10 を記録する。 

e) c)及び d)の手順を，被試験器の最小レンジに到達するまで繰り返し，最大レンジから j1 段下のレン

ジで基準可変光減衰器の設定が 0 dB のときの光パワー指示値 Pj1,0 及び最大レンジから j 段下のレン

ジで基準可変光減衰器の設定が 10 dB のときの光パワー指示値 Pj,10 を，全て記録する。 

f) 最大レンジから j 段下のレンジで発生する非直線性変動 nl j を，式(12)に示す漸化式によって順次算出

する。 
 

൞       𝑛𝑙଴ = 1 ,                                                       𝑛𝑙௝ = 𝑛𝑙௝ିଵ × 𝑃௝,ଵ଴𝑟ଵ଴𝑃௝ିଵ,଴     (1 ≦ 𝑗 ≦ 𝑚)   ·············································· (12)

 
ここで， m： 最大レンジを除いたレンジの段数 

 
g) レンジ間直線性の不確かさへの寄与 utnla（%）を，式(13)によって算出する。 

 𝑢୲୬୪ୟ = 1√3 max൫ห𝑛𝑙௝ − 1ห൯ × 100            (1 ≦ 𝑗 ≦ 𝑚)  ································ (13)

7.4.4 不確かさの算出 

7.4.2 で求めた utnli 及び 7.4.3 で求めた utnla の値から，直線性の不確かさへの寄与 utnl（%）を，式(14)に
よって算出する。 

 𝑢୲୬୪ = ට𝑢୲୬୪୧ଶ + 𝑢୲୬୪ୟଶ   ······································································ (14)

7.5 波長依存性 

波長依存性の試験は，波長が可変の光源又は試験波長範囲内の出力を発生する光源を用いて，波長依存

性がない参照標準器又は波長依存性が既知の参照標準器と比較することによって行う。図 6 に測定系の例

を示す。 
 

 

図 6－波長依存性試験の測定系の例 

図 6 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源，被試験器，及び参照標準器が十分に安定するまで予熱した後，出力光が適切なパワー
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となるように，レベル調整用可変光減衰器を調整する。 

b) 光ビーム光源の波長を設定する。 

c) 被試験器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を位置決めした後，被試験器の光パワー指

示値 Ptst を観測する。 

d) 被試験器を参照標準器に入れ替え，被参照標準器の検出器を出力光の光路に挿入し，適切に検出器を

位置決めした後，参照標準器の光パワー指示値 Pref を観測する。 

e) 得られた Ptst を Pref の値で除して応答度 R を求め，Ptst，Pref 及び R の値を記録する。ただし，波長に

対する感度の校正データが図表として添付されるか，又は校正データに従い補正した後の測定値が指

示される被試験器の場合，これらに従って Ptst を補正する。また，必要があれば，参照標準器に対す

る既知の波長依存性に従って Pref を補正する。 

f) 試験波長範囲の全域をカバーするように，光ビーム光源の波長を変更しながら b)～e)の手順を繰り返

す。このとき，被試験器に指定の基準波長での測定を必ず含むようにする。 

g) 波長依存性の不確かさへの寄与 utw（%）を，式(15)によって算出する。 
 𝑢୲୵ = 1√3 max(|𝑅୫ୟ୶ − 𝑅଴|, |𝑅୫୧୬ − 𝑅଴|)𝑅଴ × 100  ···································· (15)

 
ここで， R0： 被試験器に指定の基準波長における応答度 R の値 
 Rmax： 求めた応答度 R の最大値 
 Rmin： 求めた応答度 R の最小値 

7.6 偏光依存性 

光ビーム光源出射光の偏光方向が紙面と平行又は垂直となるように設定し，その偏光方向を 1/2 波長板

によって変化させ，偏光方向に対する感度の変化を試験する。図 7 に測定系の例を示す。 
 

 

図 7－偏光依存性試験の測定系の例 

図 7 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱した後，出力光に対して適切に被試験器の検出

器を位置決めする。 

b) 1/2 波長板の進相軸又は遅相軸が光ビームの偏光方向に一致するように，波長板の回転角 θ を調整し，

このときの回転角 θ を基準角度（θ = 0°）とする。 

c) 1/2 波長板の回転角 θ を 0°に保ったままで，被試験器の光パワー指示値 P0 を観測し，記録する。 

d) 1/2波長板を回転してその回転角θを増加させる。そのときの被試験器の光パワー指示値Pθを観測し，

記録する。 

e) 1/2 波長板の回転角 θ が 90°に達するまで d)の手順を繰り返す。最後に，θ が 90°のときの被試験器の

光パワー指示値 P90 を観測し，記録する。 

f) 偏光依存性の不確かさへの寄与 utpol（%）を，式(16)によって算出する。 

光ビーム光源

レベル調整用
可変光減衰器

被試験器

1/2波⻑板

出⼒光



12 
C 6182：2026  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 𝑢୲୮୭୪ = 1√3 max(|𝑃୫ୟ୶ − 𝑃ୱ୲ୢ|, |𝑃୫୧୬ − 𝑃ୱ୲ୢ|)𝑃ୱ୲ୢ × 100  ································ (16) 

 
ここで， Pstd： 標準試験条件での測定結果。次式で算出する。 
          𝑃ୱ୲ୢ = 𝑃଴ + 𝑃ଽ଴2  

 Pmax： 得られた測定値 Pθ の最大値 
 Pmin： 得られた測定値 Pθ の最小値 

 
注記 1/2 波長板の回転角 θ が 0°又は 90°の場合，光ビーム光源の偏光方向が変化せず，検出器に入射

する光ビームの偏光状態が標準試験条件に合致する。そのため，このときの測定結果の平均 Pstd

が，標準試験条件での測定結果として最も適切な値となる。 

7.7 ゼロドリフト 

光ビーム入力がない状態で出力の時間的変化を試験する。被試験器に指定の時間，予熱を行った後，ゼ

ロ点調整を行い，1 時間にわたって出力変化を測定する。この試験は，被試験器の各レンジに対して，標

準試験条件で行う。 

ゼロドリフトの不確かさへの寄与 utz（%）を，式(17)によって算出する。 
 𝑢୲୸ = 1√3 max(|𝑃୫ୟ୶|, |𝑃୫୧୬|)𝑃଴ × 100  ··················································· (17)

 
ここで， P0： 使用レンジのフルスケール値 
 Pmax： 光ビーム入力がない状態での出力の最大値 
 Pmin： 光ビーム入力がない状態での出力の最小値 

 

なお，ドリフトの測定値がゼロ未満の場合には，Pmax 及び Pmin は負とする。 

7.8 温度依存性 

周囲温度を被試験器に指定の使用温度範囲の下限から上限まで，又は上限から下限までに変化させ，光

ビーム入力に対する感度の変化を試験する。図 8 に測定系の例を示す。恒温槽は，槽内に光ビームを導き

入れるための構造をもつものとする。 
 

 

図 8－温度依存性試験の測定系の例 

図 8 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

光ビーム光源

レベル調整用
可変光減衰器

参照
標準器

試験途中
で挿抜

被試験器

恒温槽

出⼒光
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a) 光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱し，出力光に対して適切に被試験器の検出器を

位置決めした後，恒温槽の温度を使用温度範囲の下限（上限）に設定する。 

b) 恒温槽内の温度が設定温度に達し，被試験器が熱的に平衡した状態になったら，光パワー指示値 Ptst

を観測する。 

c) 出力光の光路に参照標準器の検出器を挿入し，適切に検出器を位置決めした後，光パワー指示値 Pref

を観測する。観測後，出力光の光路から参照標準器の検出器を抜去する。 

d) Ptst，Pref 及び Ptst を Pref で除した値 r を記録する。 

e) 恒温槽の設定温度が使用温度範囲の上限（下限）に達するまで，設定温度を順次上昇（下降）させて

b)～d)の測定手順を繰り返す。なお，繰返しの途中で，標準試験条件に適合する設定温度での測定を

必ず含まなければならない。 

f) 温度依存性の不確かさへの寄与 utT（%）を，式(18)によって算出する。 
 𝑢୲୘ = 1√3 max(|𝑟୫ୟ୶ − 𝑟଴|, |𝑟୫୧୬ − 𝑟଴|)𝑟଴ × 100  ········································ (18) 

 
ここで， r0： 標準試験条件の設定温度での r の値 
 rmax： 得られた r の最大値 
 rmin： 得られた r の最大値 

7.9 照射時の安定度 

被試験器に高出力光ビームを照射した場合の感度の変動を試験する。図 9 に測定系の例を示す。高出力

ビーム光源には，出力光パワー変動が十分に抑制されているものを用いる。 
 

 

図 9－照射時の安定度試験の測定系の例 

図 9 の測定系を用いた測定手順は，次のとおりである。 

a) 高出力光ビーム光源及び被試験器が十分に安定するまで予熱した後，出力光に対して適切に被試験器

の検出器を位置決めし，出力光パワーが被試験器の最大測定光パワーとなるように，可変光減衰器の

減衰量を調整する。 

b) 被試験器に対して，応答時間の 10 倍以上での時間間隔で，10 分間以上かつ 10 回以上，被試験器の光

パワー指示値を観測し，j 回目の観測結果を Pj として記録する。 

c) 安定度の不確かさへの寄与 ute（%）を，式(19)によって算出する。 
 

𝑢୲ୣ = 1𝑃 ඩ 1𝑚 − 1 ෍൫𝑃௝ − 𝑃൯ଶ௠
௝ୀଵ × 100  ··················································· (19) 

 
ここで， P̄： 測定値の平均 (W) 

⾼出⼒
光ビーム光源

レベル調整用
可変光減衰器

被試験器
出⼒光
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        𝑃 = 1𝑚 ෍ 𝑃௝௠
௝ୀଵ  

 m： 測定回数 

8 過負荷試験 

被試験器に対して製造業者が設定した波長範囲の光源を用いて，被試験器に対して製造業者が設定した

最大許容レベルの光パワーを 10 分間連続入射する。光入射の前後に箇条 6 に規定する標準試験条件にお

ける不確かさ及び確度の試験の試験を実施し，光入射に伴う被試験器の応答度のかたより（Dto）の変化を

評価する。試験の合否は，Dto の変化が拡張不確かさ（k·uto）以内かどうかで判断することが望ましい。た

だし，被試験器が製品規格によって他の試験方法又は試験の厳しさを規定している場合は，それに従う。 

なお，光源の光出力が最大許容レベルに達しない場合は，その旨を試験成績書に明記する。 

9 強度試験 

9.1 強度試験の概要 

機械的な振動及び衝撃を与えて，被試験器の損傷及び特性の変化の有無を試験する。強度試験は，被試

験器を包装していない状態で行う。特性の変化は，強度試験後に，箇条 6 で規定する標準試験条件におけ

る不確かさ及び確度の試験を行い，被試験器の応答度のかたより（Dto）の強度試験前後の変化が，拡張不

確かさ(k·uto)以内かどうかで合否判断することが望ましい。 

被試験器が機械的にぜい（脆）弱な構造であり，強度試験によって回復不可能となるおそれがある場合

には，この試験を省いてもよい。また，被試験器が製品規格によって他の規格又は他の試験の厳しさを規

定している場合は，それに従う。 

9.2 振動試験 

試験は，JIS C 60068-2-6 に従って行う。ただし，試験の厳しさは，次による［JIS C 60068-2-6 の表 C.2
（掃引耐久試験－高い折れ点振動数の例）参照］。 

a) 振動数範囲：10 Hz～55 Hz 

b) 振幅（片振幅）：0.15 mm 

c) 各軸方向の掃引サイクル数：10 

9.3 衝撃試験 

試験は，JIS C 60068-2-31 の 5.1.3.1（面落下）又は 5.1.3.2（角落下）に従って行う。それぞれの試験の厳

しさは，次による。 

a) 面落下：25 mm 又は 30°の厳しさの小さい方 

b) 角落下：25 mm 又は 30°の厳しさの小さい方 
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附属書 A 
（規定） 

不確かさの規定 

A.1 一般 

この附属書は，測定における不確かさ及びかたよりの規定を要約したものである。これは，ISO/IEC 
Guide 98-3:2008 に基づく（詳細は，ISO/IEC Guide 98-3:2008 を参照）。 

標準として，測定の不確かさの評価方法について，二つのタイプを規定する。タイプ A は，同じ測定に

対する一連の繰返し測定を統計的に分析し，不確かさを評価する方法である。タイプ B は，他の知識に基

づいて，不確かさを評価する方法である。 

A.2 タイプ A 評価の不確かさ 

タイプ A 評価の標準不確かさは，同じ測定条件の下で，個別の独立した測定の場合に適用可能である。 

量 X について，n 回の独立な測定で得た Xj に対しての算術平均 X̄ は，式(A.1)によって算出する。 
 𝑋 = 1𝑛 ෍ 𝑋௝௡

௝ୀଵ   ············································································· (A.1)

この平均は，その量の推定値 x となる。つまり，x= X̄ とする。測定の標準偏差 s(X)は，式(A.2)によっ

て算出する。 
 

𝑠(𝑋) = ඩ 1𝑛 − 1 ෍൫𝑋௝ − 𝑋൯ଶ௡
௝ୀଵ   ···················································· (A.2) 

 
ここで， X̄： 測定値の算術平均 
 Xj： 一連の測定の測定サンプル 
 n： 測定の回数で，例えば，n≧10 のような大きな数字を想定

する。 

推定値を x とするとき，タイプ A の標準不確かさ utypeA(x)は，式(A.3)によって算出し，測定の平均値に

おける標準偏差で表す。 
 𝑢୲୷୮ୣ୅(𝑥) = 𝑠൫𝑋൯ = 𝑠(𝑋)√𝑛   ······························································ (A.3)

A.3 タイプ B 評価の不確かさ 

タイプ B 評価の標準不確かさは，一連の測定の統計的な分析以外によって不確かさを評価する方法であ

る。ここでは，数値の変動に関して得ることが可能なあらゆる情報に基づいた科学的な判断によって評価

する。 
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量 X の推定値 x が，製造業者の仕様，校正証明書，ハンドブック又は他の情報源から得ることが可能で，

その引用した不確かさ U(x)が，標準偏差の k 倍ある場合，標準不確かさ u(x)は，単に，式(A.4)となる。 
 𝑢(𝑥) = 𝑈(𝑋)𝑘   ············································································· (A.4)

量 X について，上限値 Xmax 及び下限値 Xmin が評価可能な場合（例えば，製造業者の仕様又は温度範囲

のような），方形状の確率分布を推定して，推定値 x は，式(A.5)によって算出する。 
 𝑥 = 12 (𝑋୫ୟ୶ + 𝑋୫୧୬)  ····································································· (A.5)

標準不確かさ u(x)は，式(A.6)によって算出する。 
 𝑢(𝑥) = 12√3 (𝑋୫ୟ୶ − 𝑋୫୧୬)  ········································· (A.6)

出力推定値 y 及び関連付けられる標準不確かさへの寄与で，入力推定値 x 及び関連する標準不確かさが

要因となって生じるものは，式(A.7)によって算出する。 
 𝑢(𝑦) = 𝐶 × 𝑢(𝑥)  ········································································· (A.7)

ここで，C は，入力推定値 x に依存する感度係数であって，これは，式(A.8)に示すとおり，モデル関数

y(x)の入力推定値 x における偏導関数の値である。 
 𝐶 = 𝜕𝑦𝜕𝑥  ······················································································ (A.8) 

感度係数 C は，入力推定値 x の変化が，出力推定値 y にどの程度影響を与えるかを示し，式(A.8)又は数

値計算，すなわち，入力推定値 x の変化に伴う出力推定値 y の変化を，モデル関数 y(x)から計算すること

によって求められる。 

なお，測定によって，x の変化に伴う y の変化を求めるのが適切な場合もある。 

A.4 標準不確かさの合成 

合成した標準不確かさ uc は，個々の不確かさを集めて一つの量にまとめたものであり，式(A.9)に示すよ

うに，個々の不確かさが統計上互いに独立であるとの仮定の下で，タイプ A 評価及びタイプ B 評価によっ

て得た全ての不確かさの二乗和の平方根として求めることが可能である。 
 

𝑢ୡ = ඩ ෍ 𝑢௜ଶ(𝑦)௡
௜ୀଵ   ······································································· (A.9)

 
ここで， i： 個々の要因の番号 
 ui(y)： i 番目の要因に伴う標準不確かさ 
 n： 不確かさの数 
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式(A.9)では，最大の不確かさ（ばらつき量）の 1/10 以下の不確かさは，二乗すると 1/100 以下となるの

で無視してもよい。 

上記の不確かさを，更なる不確かさの算出に用いる場合は，個々の不確かさに代えて合成した標準不確

かさ uc を，式(A.9)に再投入することが可能である。この場合，uc は，部分的にはタイプ A の性格を帯び

ているが，タイプ B の不確かさとみなす。 

A.5 かたより（系統誤差） 

ここでは，測定器を用いてある量を測定した結果から得た推定値 x と，その基準値（参照値又は標準値）

X0 との差を，この測定器のかたより D とする。A.2 のタイプ A 及び A.3 のタイプ B（一様分布の場合）の

不確かさ算出の際に用いた測定サンプルから，それぞれ式(A.10)及び式(A.11)によって算出する。 
 𝐷୲୷୮ୣ୅ = 1𝑛 ෍൫𝑋௝ − 𝑋଴൯௡

௝ୀଵ  （タイプ A） ············································· (A.10)

 𝐷୲୷୮ୣ୆ = 𝑋୫ୟ୶ + 𝑋୫୧୬2 − 𝑋଴ （タイプ B） ············································ (A.11)

一般に，このようなかたよりは，十分に高い精度で測定サンプルの基準値が評価済みであれば，測定結

果に与える影響を事前に予測可能な性質のものであり，生の測定値に補正を加える（測定結果から D を減

じる）ことで，その影響を除去可能である。このため，A.4 で定義する標準不確かさは，考え得る全てのか

たよりの影響を補正した後の測定結果によって算出することを前提としている。すなわち，測定結果に含

まれるかたよりが補正済みであると仮定している。これに対し，確度の規定では，かたよりの寄与を明示

的に含んだ形で誤差の限界値を算出する。 
 

 

図 A.1－タイプ B 不確かさのかたよりを不確かさに置き換える方法 

一般に，温度範囲などの動作条件に伴う不確かさの寄与は，タイプ B の不確かさとして扱う。こうした

動作条件に伴うかたよりの寄与を，そのまま被試験器の確度に反映させることが適切でない場合，図 A.1
に示すように，かたよりのある一様分布を，もっと広い対称的な（かたよりをもたない）分布に置き換え

て考えることによって，かたよりを省くことが可能である。この場合，不確かさは，式(A.6)による値より

も大きくなり，式(A.12)によって算出した値となる。 
 

(a) かたよりのある分布

(b) かたよりを不確かさに

置き換えた分布

Xmax

D

X0

3 utypeB3 utypeB

X0

3 utypeB3 utypeB
Xu = max(|XmaxX0|, |XminX0|)

Xmin

X0XuX0Xu
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𝑢(𝑥) = 1√3 max(|𝑋୫ୟ୶ − 𝑋଴|, |𝑋୫୧୬ − 𝑋଴|)  ········································· (A.12)

A.6 不確かさと確度との関係 

各動作条件に対するかたよりの寄与を不確かさに置き換えて考える場合，確度の定義は，式(A.13)のと

おりとなる。 
 𝜀୲୳𝜀୲୪ ቅ = 𝜀୲୭തതതത + ඩ𝜀୲୭ଶ + ෍ 𝜀୲௜ଶ௣

௜ୀଵ   ···························································· (A.13)

 
ここで， εtu： 被試験器の動作誤差の上限 
 εtl： 被試験器の動作誤差の下限 
 εtō： 標準試験条件における被試験器のかたより 
 εto： 標準試験条件における被試験器の不確かさ 
 εti： i 番目の動作条件における被試験器の不確かさ 
             𝜀୲௜ = max(|𝜀୲୳௜|, |𝜀୲୪௜|)√3  

ここで， εtui： i 番目の動作条件に対する不確かさ寄与の上限 
 εtli： i 番目の動作条件に対する不確かさ寄与の下限 

 k： 包含係数 
 i： 各動作条件の番号 
 p： 動作条件の数 

式(A.13)の右辺第 1 項は，かたより補正を表す。また，第 2 項は，予期できない測定値のばらつきを表

す。これらの式で用いる各変数のうち，εtō及び εto は，それぞれ標準試験条件におけるかたより Dto 及び測

定値のばらつきに伴う不確かさ uto に相当し，εti は，各動作条件における不確かさの寄与［式(1)における

utsd，utang，utnl，…など］に相当する。したがって，試験によって得た不確かさの値を用いて，被試験器の

確度（動作誤差の上限及び下限）を算出することが可能である。 

A.7 製品群としての確度（参考） 

かたより Dto は被試験器ごとに固有の値をもつが，同一仕様の複数の被試験器に対して Dto を評価すれ

ば，その値は，ある統計分布に従う確率変数とみなすことが可能である。したがって，その統計分布を知

ることができれば，Dto を被試験器ごとのばらつきと捉え，その不確かさの寄与を評価することが可能とな

り，これを被試験器が属する製品群の仕様値としての確度の算出に用いることが可能である。 

より詳細な取扱いについては，JIS C 6189 の附属書 B（製品群としての測定装置の確度）を参照。 
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